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○石川町制限付一般競争入札実施要綱 

令和７年７月４日 

要綱第３０号 

 

（目的） 

第１条　この要綱は，石川町が発注する建設工事，建設工事に係る調査，測量

及び設計並びに物品の買入れ，製造及び役務の提供（以下「建設工事等」と

いう。）に係る入札のうち，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「施行令」という。）第１６７条の５の２の規定による資格を定めて行

う一般競争入札（以下「制限付一般競争入札」という。）の実施に際し，施

行令及び石川町財務規則（昭和５８年石川町規則第１７号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事等） 

第２条　制限付一般競争入札の対象となる建設工事等（以下「対象工事等」と

いう。）は，次に掲げる建設工事等のうちから，町長が指定するものとす

る。 

（１）　設計金額が１千万円以上の建設工事 

（２）　設計金額が１千万円以上の建設工事に係る調査，測量及び設計 

（３）　その他制限付一般競争入札による発注が必要と認められる建設工事

等 

（入札参加者の資格） 

第３条　制限付一般競争入札に参加することができる者の資格は，次のとおり

とする。ただし，町長が不必要と認めるものは除くことができる。 

（１）　施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２）　工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等

に関する要綱（平成１９年要綱第１３号。以下「要綱」という。）第５条

に規定する工事等請負有資格業者名簿に登録されていること。 
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（３）　工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名等に関

する要綱に基づく基準等（平成１９年制定）に規定する指名停止期間中の

者でないこと。 

（４）　対象工事等に一定の資格等を有する技術者を配置することが可能で

あること。 

（５）　対象工事等の業種に係る建設業法（昭和２４年法律第１００号。以

下「法」という。）に基づく建設業の許可を受けていること。 

（６）　対象工事等の工種に係る経営事項審査結果の総合評定値が一定以上

の者で，かつ年間平均完成工事高が一定以上であること。 

（７）　対象工事等と同種かつ同程度の実績があること。 

（８）　対象工事等の性質又は目的を考慮した営業所の所在地要件を満たす

者であること。 

（９）　その他対象工事等ごとに定める要件を満たす者であること。 

（入札参加資格審査委員会） 

第４条　次に掲げる事項を審査するため，入札参加資格審査委員会（以下「資

格審査委員会」という。）を設けるものとする。 

（１）　入札参加資格に関する事項 

（２）　入札参加資格の有無 

（３）　前２号に掲げるもののほか，町長が特に必要と認める事項 

２　資格審査委員会の委員は，要綱第３条の規定による石川町指名競争入札参

加者資格審査委員会の委員及び対象工事等を所管する課（以下「工事等担当

課」という。）の長とする。 

（入札参加資格の設定） 

第５条　工事等担当課長は，建設工事等の起工が決定した場合において，当該

建設工事等の設計金額が第２条に該当するものであるときは，入札参加資格

設定調書（様式第１号）を作成し，総務課長に送付しなければならない。 

（資格審査及び決定） 
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第６条　総務課長は，送付された入札参加資格設定調書に基づき，資格審査委

員会の審査を受けるものとする。 

２　入札参加資格は，資格審査委員会の審査を経て，町長が決定するものとす

る。 

（公告） 

第７条　入札の公告は，規則第１１２条の規定に基づき行うものとする。 

（入札参加申請） 

第８条　入札に参加しようとする者は，公告に記載する期日までに制限付一般

競争入札参加申請書（様式第２号）により町長に申請しなければならない。 

（設計図書等の閲覧） 

第９条　対象工事等の図面，仕様書等（以下「設計図書等」という。）を次に

より閲覧に供し，又は貸出すものとする。 

（１）　閲覧場所は，工事等担当課とする。 

（２）　閲覧及び貸出しを行う期間は，その都度定める。 

２　町長は，設計図書等に対する質問書がその都度定める期間内に持参等によ

り提出された場合には，その質問に対して，その都度定める期間内に，書面

等により回答するものとする。 

３　質問書の受付け及び回答は，工事等担当課が行うものとする。 

４　第２項で書面により回答したものは，工事等担当課において閲覧に供する

ものとし，閲覧期間はその都度定めるものとする。 

　（現場説明会） 

第１０条　町長は，必要と認めるときは，現場説明会を行うものとする。 

（入札の方法） 

第１１条　入札は、公告で指定された日時及び場所において行うものとする。 

２　町長は，入札に際し，入札に参加しようとする者に対象工事等の費用内訳

書の提出を求めることができる。 

　（最低制限価格の設定） 
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第１２条　入札の実施に当たっては，規則第１２０条第２項の規定に基づき，

最低制限価格を設けることができる。 

　（入札の中止等） 

第１３条　町長は，公正な入札が害されるおそれがあると認めるときは，入札

の延期又は中止をすることができる。 

２　前項の規定による入札の中止のほか，入札参加者が１者に満たない場合

は，入札を中止するものとする。 

（落札候補者の決定） 

第１４条　町長は，予定価格以下で最低の価格で入札した者（第１２条の規定

による最低制限価格を設けた場合は，最低制限価格未満での入札者を除く。）

を落札候補者として決定する。 

（再度の入札） 

第１５条　規則第１１９条の２の規定による再度の入札を行う場合には，１回

に限りこれを行う。 

２　前項の規定による再度の入札の結果，落札候補者が決定しなかった場合に

は，施行令第１６７条の２第１項第８号の規定によるものとする。 

（入札の無効） 

第１６条　次に掲げる入札は，無効とする。 

（１）　公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申

請を行った者のした入札 

　（２）　入札参加資格があることを確認された者であっても，確認の後，指

名停止措置を受け，入札時点において指名停止期間中である者等，入札時点

において入札参加資格のない者のした入札 

（入札参加資格確認書類の提出） 

第１７条　町長は，次に掲げる書類を落札候補者に提出させ，入札参加資格の

確認を行う。 

（１）入札参加資格確認申請書（様式第３号。以下「申請書」という。） 
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（２）入札参加資格確認資料（以下「資料」という。） 

２　前項第２号に規定する資料は，次の各号の対象工事等の区分により，当該

各号に定めるところによる。 

（１）　建設工事 

ア　同種工事の施工実績書（様式第４号） 

イ　工事配置予定技術者等の資格・経験通知書（様式第５号） 

ウ　建設業の許可申請書の写し 

エ　経営事項審査結果通知書の写し 

オ　その他必要と認めるもの 

（２）　建設工事に係る調査，測量及び設計 

ア　同種業務の施行実績書（様式第６号） 

イ　業務配置予定技術者等の資格・経験通知書（様式第７号） 

ウ　測量又は設計コンサルタント業務の登録証の写し 

エ　地方整備局提出の現況報告書の写し 

オ　その他必要と認めるもの 

（３）　物品の買入れ，製造，役務の提供その他の契約 

ア　同種物品の納入等の実績書 

イ　配置予定技術者等の資格・経験通知書 

ウ　その他必要と認めるもの 

３　落札候補者は，提出を指示された日から２日以内（閉庁日を除く。）に申

請書及び資料を総務課に持参するものとする。 

（入札参加資格の確認等） 

第１８条　総務課長は，受付けた申請書及び資料に基づき，資格審査委員会の

審査を受けるものとする。 

２　資格審査委員会は，前項の申請書及び資料に基づいて，入札参加資格の有

無についての確認を行い，その結果を町長に報告するものとする。 
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３　町長は，その結果を入札参加資格確認通知書（様式第８号）により落札候

補者に対し速やかに通知するものとする。 

（入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明） 

第１９条　入札参加資格がないと認められた者は，前条第３項の通知の日の翌

日からその都度定める期間内に，入札参加資格がないと認めた理由につい

て，書面を持参することにより，町長に説明を求めることができる。 

２　町長は，前項の説明を求められたときには，入札参加資格がないと認めた

理由についての説明を求めることができる最終日の翌日からその都度定める

期間内に，説明を求めた者に対し，原則として書面により回答するものとす

る。 

（落札者の決定） 

第２０条　町長は，落札候補者の入札参加資格の確認を行った後適正と認めた

ときは，当該落札候補者を落札者として決定する。 

（補足） 

第２１条　この要綱に定めるもののほか，制限付一般競争入札の実施に関し必

要な事項は，町長が別に定める。 

附　則 

１　この要綱は，公布の日から施行する。 

２　石川町制限付一般競争入札実施要綱（平成２０年１１月２０日要綱第１３

号）は、廃止する。 
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様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第８条関係） 

様式第３号（第１７条関係） 

様式第４号（第１７条関係） 

様式第５号（第１７条関係） 

様式第６号（第１７条関係） 

様式第７号（第１７条関係） 

様式第８号（第１８条関係） 

 


